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一般社団法人日本病院会長殿

医政発 0329第 28号

平成 25年 3月 29日

「医療法人の附借業務について」の一部改正について

標記について、別添のとおり各都道府県知事及び各地方厚生(支)局長宛てに通知

を発出いたしましたので、御了知願います。



各都道府県知事 l
〉殿

各地方厚生(支)局長 l

⑧ 
医政発 0329第 27号

平成 25年 3月 29日

厚生労働省医政局長

「医療法人の附帯業務について」の一部改正について

医療法人の附帯業務については、医療法(昭和 23年法律第205号)第42

条の規定により、医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設

の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)の定め

るところにより、同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができること

とされ、医療法人の附帯業務の具体的な内容については、「医療法人の附帯業務

についてJ(平成 19年 3月 30日付け医政発第 0330053号。以下「通知」

という。)の別表に取りまとめられているところである。

今般、 「障害者自立支援法(平成 17年法律第 123号)Jが「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正され、平成25年4月

1日に施行されることとなった。

また、介護保険法施行規則(平成 11年厚生労働省令第 36号)の一部改正、

介護保険法施行規則第 22条の 23第2項に規定する厚生労働大臣が定める基

準(平成 18年厚生労働省告示第219号)の全部改正及びその他所要の規定の

整備を行い、介護職員の研修課程等の見直しが行われた。

これらの法律改正等に伴い、通知の一部を改正し、平成25年4月 1日から適

用することとしたので、貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事項につ

いて御了知の上、貴管内の医療法人等に対する周知方お願いする。

記



第 1 改正の内容

1 通知において、 「障害者自立支援法」とあるのを「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」と改める。

2 医療法人が行うことのできる附業務について、匿面呆健衛生に関する

業務の⑥「ホームヘノレパー養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施する

もの。)Jとあるのを「介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実

施するもの。)Jと改める。

第2 留意事項

各個別法で定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこ

と。ただし、これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款

等の変更の認可日が遅れることはやむを得ないこと。



(見IJ添)

o r医療法人の附帯業務についてJ (平成 19年3月30日医政発第0330053号) (抄)

第2 改正の内容及び留意事項

1 附帯業務の改正の内容

改正後

医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、

本年4月1日より実施することができるものとしたこと。

なお、従前「保健衛生に関する業務J (法第42条第6号)として

行われてきたケアハウスに関しては、今後は法第42条第7号に基づ

き行われるものであること。

(1)法第42条第7号関係

①社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第Z項中の以下

各号に規定する第 1種社会福祉事業のうち次に掲げるもの。

ただし、当該恥掃業務((ウ)を除く。)を行うことができるも

のは社会医療法人に限る。

(7) - (ウ) (略)

は)第3号の2 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律(平成 17年法律第 123

号)関係)

・障害者支援施設を経営する事業

第2 改正の内容及び留意事項

1 附帯業務の改正の内容

改正前

(下線の部分は改正部分)

医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、

本年4月1日より実施することができるものとしたこと。

なお、従前「保健衛生に関する業務J (法第42条第6号)として

行われてきたケアハウスに関しては、今後は法第42条第7号1-::基づ

き行われるものであること。

(1)法第42条第7号関係

①社会福祉法(昭和 26年法律第45号)第2条第2項中の以下

各号に規定する第1種社会福祉事業のうち次に掲げるもの。

ただし、当該附帯業務((ウ)を除く。)を行うことができるも

のは社会医療法人に限る。

(7) - (ウ) (略)

(工)第3号の2 (障害者自立支援法(平成 17年法律第 123

号)関係)

・障害者支援施設を経営する事業



(別表)

匡週保健衛生に関する業務

①~④(略)

改正後

⑤ 介護職員巷成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するも

の。)

⑥~⑦(略)

⑧ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介

護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護一介護予

防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護若しくは複合型サービス(小規模多機能型居宅介

護及び訪問看護の組合せに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支握するための法律にいう障害福祉サービス事業、一般

相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援セン

告ー若しくは福祉ホームにおける事業と連続して、文は一体としてな

される有償移送行為であって次に掲げるもの。

ア~ウ(略)

⑨~⑩(略)

(別表)

匡週保健衛生に関する業務

①~④(略)

改正前

⑤ ホームヘルパー養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施す

るもの。)

⑥~⑦(略)

⑧ 介護線険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防適所介護、介

護予防適所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護若しくは複合型サービス(小規模多機能型居宅介

護及び訪問看護の組合せに限る。)又は障害者自立支援法にいう障害

福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援

事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事業と連続

して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるも

の。

ア~ウ(略)

⑨~⑪(略)

⑮ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 71⑮ 障害者自立支援法第77条に規定する地域生活支援事業として実施

7条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業| する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施す

(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。) るもの。)
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⑧ 
(参考 1) 

[改正後全文 I

医政発第0330053号

平成 19年 3月 30日

最終改正 医政発 o329第 27号

平成 2 5年 3月 2 9 日

各都道府県知事 1
シ殿

各地方厚生局長|

厚生労働省医政局長

医療法人の附帯業務について

昨年6月 21日法律第84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定について

は、木年4月 1日から施行されることとなった。

これに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一

部を改正する件(平成 19年厚生労働省告示第 93号)が本年3月30日に告示され、

同年4月 1日から適用することとされたところである。

本改正により、医療法(昭和 23年法律第 205号。以下「法」とし寸。)第42

条各号の医療法人が行うことができる附帯業務のうち、社会福祉事業の実施(第7号)

及び有料老人ホームの設置(第8号)については、下記のとおり取り扱うこととした

ので通知する。

また、医療法人が行うことができる附帯業務を別表のとおり取りまとめたので、附

帯業務の実施に関し関係主管部局及び各市町村等との連携を図り、適正な運用に努め

られたい。

なお、医療法人の附帯業務に係る既往通知(別記)については、本通知で包括した

ため廃止する。

記

第 1 改正の趣旨

医療サービスと福祉・住居サービスの融合により、地域における医療の重要な担い

手である医療法人が必要なケアを切れ目なく提供できるよう、法第42条第7号に基



づき医療法人が行うことができる社会福祉事業の範囲について必要な見直しを行うと

ともに、法第42条第8号に規定する老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)に基

づく有料老人ホームの設置を追加するものであること。

第2 改正の内容及び留意事項

1 附帯業務の改正の内容

医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、本年4月 1日

より実施することができるものとしたこと。

なお、従前「保健衛生に関する業務J (法第42条第6号)として行われてきた

ケアハウスに関しては、今後は法第42条第7号に基づき行われるものであること。

(1)法第42条第 7号関係

① 社会福祉法(昭和 26年法律第45号)第 2条第2項中の以下各号に規定す

る第 1種社会福祉事業のうち次に掲げるもの。

ただし、当該附帯業務((ウ)を除く。)を行うことができるものは社会医療

法人に限る。

(ア)第 1号

・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを

目的とする施設(生活保護法(昭和 25年法律第 144号)に規定する

保護施設である宿所提供施設を除く。)を経営する事業及び生計困難者

に対して助葬を行う事業

(イ)第2号(児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)関係)

・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害

児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

(ウ)第3号(老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)関係)

.ケアハウス

(エ)第3号の 2 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成 17年法律第 123号)関係)

・障害者支援施設を経営する事業

(オ)第6号(売春防止法(昭和 31年法律第 11 8号)関係)

・婦人保護施設を経営する事業

(カ)第7号

・授産施設(生活保護法に規定する保護施設である授産施設を除く。)を

経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する

事業

② 社会福祉法第2条第3項各号に規定する第2種社会福祉事業のうち次に掲げ

るもの



(ア)第 1号

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくは

これに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

(イ)第2号(児童福祉法関係)

・児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業

.子育て短期支援事業

.助産施設又は児童厚生施設を経営する事業

.児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

(ウ)第3号(母子及び寡婦福祉法(昭和 39年法律第 129号)関係)

・母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子福祉施

設を経営する事業

(エ)第4号(老人福祉法関係)

・老人福祉センターを経営する事業

(オ)第5号(身体障害者福祉法(昭和 24年法律第 283号)関係)

・身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは

聴導犬訓練事業

・身体障害者福祉センタ一、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚

障害者情報提供施設を経営する事業

・身体障害者の更生相談に応ずる事業

(カ)第6号(知的障害者福祉法(昭和 35年法律第 37号)関係)

-知的障害者の更生相談に応ずる事業

(キ)第8号

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又

は宿泊所その他の施設を利用させる事業

(ク)第 11号

・隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用さ

せることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る

ための各種の事業を行うものをいう。)

(ケ)第 12号

・福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支

障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(社会福祉

法第2条第2項各号及び第3項第 1号から第 11号の事業において提供

されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応

じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な

手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与す

ることその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的

に行う事業をいう。)



(コ)第 13号

・社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第 1号から第 12号までの事業

に関する連絡又は助成を行う事業

(2)法第42条第8号関係

老人福祉法第 29条第 1項に基づく有料老人ホームの設置

2 留意事項

新たに 1に掲げる事業を医療法人((1)の①に掲げる事業((ウ)を除く。)は社

会医療法人に限る。)が行う場合にあっては、法第 50条第 1項の規定に基づき

定款又は寄附行為(以下「定款等」とし、う。)の変更が必要であること。

なお、定款等の変更に当たっては、老人福祉法又は社会福祉法その他個別法で

定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、

これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認

可日が後れることはやむを得ないこと。

また、組合等登記令(昭和 39年政令第 29号)第 6条第 1項の規定により、

変更の登記が行われた際は、医療法施行令(昭和 23年政令第 326号)第5条

の 12の規定により変更の登記の届出が適切に行われるものであること。

(別記)

O老人訪問看護事業を行う医療法人について

(平成4年 3月 31日指第 29号)

0医療法人の付帯業務に係る軽費老人ホーム(ケアハウス)の設置及び運営について

(平成6年2月7目指第9号)

0訪問看護事業を行う医療法人について

(平成6年9月9目指第 62号)

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

(平成 11年 6月 23日指第46号)

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

(平成 11年 7月 15日事務連絡)

O医療法人の附帯業務の拡大について

(平成 16年3月31日医政発第o3 3 1 007号)

O医療法人の附帯業務の拡大について

(平成 17年 3月3、O日医政発第0330002号)

O医療法人の附帯業務の見直しについて

(平成 18年 3月 31医政発第0331 001号)

O医療法人の附帯業務の見直しについて

(平成 18年9月 29日医政発第0929008号)



(別表)

医療法人の附帯業務について

医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない

限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行

うことができる。(医療法第42条各号)

なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うこと

は医療法人の運営として不適当であること。

|医療法第42条|

匿亘医療関係者の養成又は再教育

看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営。

後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者

の養成とはならないこと。

医師、看護師等の再研修を行うこと。

匿亙医学又は歯学に関する研究所の設置

研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱

するものではないこと。

匿 司医療法第39条第 1項に規定する診療所以外の診療所の開設

巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務しでいない診療所(例えば、

へき地診療所)等を経営すること。

匿亘疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関す

る生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる

施設であって、診療所が附置され、かっ、その職員、設備及び運営方法が

厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)

附置される診療所については、

①診療所について、医療法第 12条の規定による管理免除又は2か所

管理の許可は原則として与えないこと。

②診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のも

のを用いること。

③ 既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防

運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運

動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに

診療所を設けなくともよいこと。



※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年 7月 1日厚生省

告示第 186号を参照すること。

医司疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動的う場所

を有し、かっ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準

に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)

温泉とは温泉法(昭和 2.3年法律 125号)第2条第 1項に規定する

ものであること。

疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設

の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのでき

る体制になければならないこと。

※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年 7月 1日厚生省

告示第 186号を参照すること。

匿司保健衛生に関する業務

保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをい

うのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる

以下の業務であること。

① 薬局

② 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律、柔道整復師法に規定するもの。)

③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定す

るもの。)

④ 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するも

の。)

⑤ 介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するも

の。)

⑥ 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施す

るもの。)

⑦ 病児・病後児保育事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施

するもの。)

③ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介

護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは複合

型サービス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。)

又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

いう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、



移動支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事

業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲

げるもの。

ア 道路運送法(昭和 26年法律第 183号)第4条第 1項の規定に

よる一般旅客自動車運送事業

イ 道路運送法第43条第 1項の規定による特定旅客自動車運送事

業

ウ 道路運送法第 78条第 3号又は第 79条の規定による自家用有

償旅客運送等

※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、

保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であるこ

と。例えば、 「乗降介助Jの際の移送事業部分の実費徴収、通所

サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについ

て、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。

※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サ

ービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。

※ いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護

保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当

該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。

⑨ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防

サーピス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支

援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定

都道府県事務受託法人の受託事務のうち、 jjlJ添において「保健衛生に

関する業務」とするもの。

⑩ 助産所(改正法第2条に規定するもの。)

⑪歯科技工所(歯科技工土法に規定するもの。)

⑫ 福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの。)

⑬ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成23年法律第 32号。)

第 5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道

府県知事の登録を受けたものに限る。

※ 1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法

律(平成 23年法律第 74号。以下「改正法」とし、う。)の施

行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関

する法律(平成 13年法律第26号)第4条に規定する高齢者

円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であ

って、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行

後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲

げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約してい



るものに限り、当面の問、医療法人が設置するごとができるも

のとすること。

(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス

(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス

(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通

報等の緊急時対応サービス

※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律

(平成 21年法律第 38号。以下「平成21年改正法」という。)

附則第 1条第 1号に掲げる規定の施行の際現に平成21年改正

法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条

に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者

専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについて

は、平成 21年改正法附則第4条第 1項の規定により登録の効

力が失われた場合であっても、その要件を継続して満たし、上

記(1 )から(3 )までに掲げるいずれかのサービスの提供を

継続的に行うことを約しているものに限り、当面の問、医療法

人が設置することができるものとすること。

※3 ※1及び※ 2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはなら

ない。

⑬ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法J

という。)第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働

者派遣法第4条第 1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和 61年

政令第 95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第 1項

の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる

業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。

(1)労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に掲げる業務

ア 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合

イ 労働者派遣法第40条の 2第 1項第3号又は第4号に該当する

場合

ウ 労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に規定する施設又は居宅

以外の場所で行う場合

(2)労働者派遣法施行令第2条第 1項第1号に掲げる業務

エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に

規定するへき地にある場合

オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには

労働者派遣法施行令第2条第1項第 1号に掲げる業務に業として



行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認め

られるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和 61年労働

省令第 20号)第1条第 1項各号に掲げる場所(へき地にあるも

のを除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和 23年

厚生省令第 50号)第30条の 33の2第 2項により、業として

労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開

設する医療法人に限る。)

⑬ 障害者の日常生活及。、社会生活を総合的に支援するための法律第 7

7条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業

(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)

⑮ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35年法律第 123号)

第 34条に規定する障害者就業・生活支援センター

⑫ 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第88条第 1項に規定する

訪問看護事業

⑬ 学校教育法(昭和 23年法律第26号)第 1条に規定する学校、 同

法第 124条に規定する専修学校及び同法第 134条第 1項に規定す

る各種学校並びに児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)第 39条

第 1項に規定する保育所及び同法第 59条第 1項に規定する施設のう

ち、同法第39条第 1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認

可外保育施設Jとしサ。)において、障害のある幼児児童生徒に対し、

看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業

※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当するこ

と。

⑬認可外保育施設(児童福祉法第34条の 15に規定する家庭的保

育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除く。)

であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当

該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営

に要する費用を補助するもの。

匡ヨ社 会 福 祉 法 第2条第 2項及び第 3項に掲げる事業のうち厚生労働大庄が定

めるものの実施

※ 平成 10年 2月9日厚生省告示第 15号及び本通知の別添を参照する

こと。

※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成 18年法律第 77号)第3条第1項第2号の認定こども園(た

だし、保育所型のみ。)の運営は、上記告示の第 1項第2号ロに包括さ

れること。

匿司有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)



留意事項

1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この

場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。

2.第7号については、社会医療法人のみに認められるものがあること。

3. 定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続(許認可、届

出等)を要する場合があること。この場合、個別法の手続の前に定款等の変更認

可申請をする必要があるが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴

い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこと。
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老，入居宅介糧管事業 地崎氏密着型サービス事業

車問対応型訪問介腫 。 舎示

介峰予防妙ーピス事象 合Ii予防訪問介Ii 。 告示

鳥宅サービス事案 面所介Ii 。 告示

ヨ緊3村ごのそと指かれに定ら介ぞの.れ護又委各保I託S妙腹、が老ー猿必λピ占聾'スの，を極事行訟象う土者事のと業し官所て町

地域密者型サービス事案 毘知症対応型通所介Ii

老人デイサービス事東

ト事醤鶴雲監3?J 

介護予防サービス事業 介峰予防通情介Ii 。 告示

地地曹措置.置予罰廿-，̂ 事寓 介櫨予防既知症対応型通所合極

腐宅サービス事案 短期入所生活合鰻 。 告示

老人短期入所事車

省入信.. 主 介陸予防サービス事業 介麗予防短期λ所生活介護 。 告示

地培密着型サービス事業 '1、.. 槙多櫨能型居宅介瞳

機EEけ指腿a日"受のる定がZ則A前2指《現Uと後直g薄明lE行れ定に=箆行明し伴て}又うこい手夜こ行醐はと、続更とはうZ市をがと毘繍や紅依町定必可合も電村紋事憂申lを白左の簿のEで掃け貴度委の手あ子なる史託変続時る縫い認を更が初ほこ受可町手進と
.:位E奪総第会信 小.. 慎多種能型屑宅介鴎事業 。 告示

制醐盟帽予防ザー出町 介盛予防小捜槙多極能型居宅合謹

地域宙着聖サービス事業 障叩症対応型共同生活介雄 。 告示

躍如直担応型老A品同生盟国助事嵩

制開型合肝酎ーピスH 介陸予防認知症対応型共同生活介Ii 。 告示

複合霊サービス福祉事業 地塙密着型サービス事業 岨檀昔合世型に世匝ー晶ピ.1】0ド程調書揖担畳居宅骨圃且..凹唖匝. 。 告示

老人デイサービスセン歩一 。 告示

老人短期入所施陸 。 告示

老人循祉センター 。 告示

老人介埠支援センター 。 告示

障害福銑サービス司区耳障 。 告示 務官が必t墾f.定tL歓零7の3，Ea裏手t続喰lま到漂底，.守閥

一般栂臨支援司区象 。 告示

輔主同問主制書括者酎副審a時の，合柚祉自的信
特定相級交復事業

来7定・放案電車をm行.う夏司師子家絡府はご鶏と2に多指閥定が必聾.。 告示

移動支揖事東 。 告示

地峨活動支媛センター 。 告示

福祉ホーム 。 ~. 

身体障害者生活訓練等$禽 。 告示

手蹟通訳$耳障 。 告示

介助犬訓練事車 。 告示

聴事犬訓練事黛 。 告示

食福休祉同径書.身体隊省者相E枇センター 。 告示

舗装具製作値段 。 宮島最

盲導犬訓練施E 。 告示

視聴覚障害省情組提供施設 。 告示

身体障害者の夏生担割事業 。 告示

却問位隠密虚書箱 知的障害者の更生相麟事案 。 告示

簡生針易圏住櫨宅者貸の付ための続科・低額 。 告示

生宿計泊園所量a筆s者のための無斜低額 。 告示

惨生計象図勉者のための無料・低筒 。 本来

介生麗計園老建人宥保の健鑑ため骸の無科・低謝 。 本来 介担保院法上回介盟老人保値施眠

同島保.. 。 告示

福祉ザーピス利用揖助事業 。 告示

前する項連各絡号又及はび助前成各号の事案Iこ関 。 告示



0介護保険法に基づく各事業の位置付け

※『区分2姻""閉 "伝来止は志議案癌『保健』と E保健衛生l二関する業務 r，，，聞』隠匿鎌倉人が行えないことを示す.
--・一圃 F

社会循祉i去各絵 草案名."盟名等 介額係諸院議 区分 備 雪

験問入日首介峰

保健
勧る，問〉看置(訪問看鼠ステ ションに限

訪問看蹟(訪問看置ステーションを除<.l

怠'民

訪問リハビリ干ーシヨン

居限宅る.復〉養管理指導{銑岡署滋ステーンヨンに 保健

居宅サービス事量
居除老〈JEE養管堰指導(銑開看"ステーシヨシを

適所'1ハピ'1子ーション 本来

短期λ新憲義介盤

特定施股λ居者生活介腫t注} 保健 〈由主語EE警告EE若宮居EEhEF上棚

領祉鯛具貸与 保健

椅定福祉周奥原発 保健

居老介謹>:銀事. 保健

介"予防訪問入埼""

保健
合"予防訪問看櫨(肪問看臨ス子ションに
限る.l

介除E〈震.予}防訪問看鰻〈鉱調看峰ス子 ションを

本来

介脹予防訪問'1ハピリ子ーシヨン

介テー峰シ予ヨ防ン腐に宅限復る養.l管緩衝足早〈訪湖看経ス 保健

介担予防サービス$象 介テー緩γ予2防J磨を宅除復〈.a)E管狸指場〈紡開署蜂ス

介陸予防通商-1ハEリ子ーシヨシ 本来

介"予防随期λ所痩葺合腫

彼，，祉事2a z R 

合医予防特定施E入居者生活介'"注) 保健 〈注〉升業国務保と院レて壇上認のめ匝ら当れ施る施訟の置四に、限医る揮.活上間帯

介蜂予防福祉周奥貸与

外臥
保健

特定介腫予防福祉用具販売

介趨予防支緩.. 保健

地埠密着型特定値位入居者生署合腫I~) 保健 (逢〉介業護務保と隙し注てょ認抽のEら妥れ当箱6践の肉 医療活上附轡w抽 細殴に拠る九
地堀密着型サービス事業

地埠窟珊型介謹老人棺祖施接入所者ι宅介臨

合峰予防事業

介象E震予防ケアマネジメント事

総合相臨支盟事業 総8省〈市質剥町経位羽事巴Z業留Ft憲ら渓彊す託縫aるをと=受当と足も才て。仁行条う医1箪例a含注R¢U入忠の委司務託
包4認拘支.事案

.. 利鎗a事業

〉 録叫，こC的とまと.事た〈〈、例〉の帥介内委護観託0田保0破を=安温市盛厚町9山2Dる委揺託う市即触町包を初g曲すEるZ明フ目亡RてU行躍とが奥甥う事業なPOEい鉛O 〉l 
地場支慢事車(謹) 包ント錨支的銀纏事続業的ケアマネ9'" 保健

予防ザーピス事業

分括温支橿予a院e合日・常2民生 生活支出サービス事案

ケ?マネ，</1-;"令官襲撃

佳意事案

保憧福祉事業{注) 保健 掠日、諜9 と同じ揖い

介腫保健施.. サービス

値段サービス 本来

介鐙寂護施陵サーピス

指定市町村事務受罰法人の受託事務
制。E雲F間E箆四署員m四EZZ一ESZEと問倒問0帥0県開《

議襲襲
保健

指定都道府県事務受託法人の畏託事務


